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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。報告します。初村久藏君より欠席の届け出があっ
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ております。 

 ただいまから議事日程第４号により、本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に、市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可します。市長、財

部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。議員の皆様の席には既に資料を配付済みでござい

ますが、６月１２日入江議員の一般質問の中で、入江議員が長崎市のほうに出向き、長崎県病院

企業団の米倉企業長に直接お会いし、「企業長から政治的に対馬の市長さんがあの病院を残すと

言っているだけで、私たちは大変迷惑をしておりますという返事があった」という発言がありま

した。 

 私は、これに対しまして「企業長の発言の真意を確認します」とお約束しましたので、その報

告をさせていただきます。 

 病院企業団に、まず「入江議員が病院企業団を訪問した事実はありますか」とお尋ねをしたと

ころ、「入江議員が当企業団を訪問された事実はありません」という回答でありました。また

「入江議員が企業長の発言として迷惑をしているという内容が紹介されたが、そのような発言を

されたのか確認したい」という質問には、企業長は「入江議員とは面識がなく直接話したことも

ありません。したがって、そういう発言をした事実もありません」という回答でありました。 

 また、１３日癩癩翌日の午後に、私、米倉企業長とも直接お会いをさせていただきまして、先

ほど申しました内容についても、本人からその旨きちんと聞いたところであります。 

 次に、長崎県医療政策課に「入江議員から、長崎県は対馬市に対し基準病床が不足する根拠及

び不足病床数を具体的に示すよう平成２５年１２月に文書で依頼したという発言がありましたが、

文書で依頼した事実はありますか」という質問に対しましては、「文書で依頼した事実はありま

せん。ただし、今年に入って担当者間の協議において、今後の協議に必要な具体的な項目をメモ

にしてお示ししたことはあります」との回答でありました。 

 また「長崎県から対馬市に対し、新病院に赤字が出た場合は市が負担してくれるのかという文

書があるという発言がありましたが、そのような文書が存在するのか」という質問には、「その

ような文書を出したという事実はありません」との回答でありました。 

 なお、入江議員は「長崎県医療政策課にも４回訪問しました」という発言がありましたので事

実確認をしましたところ、「異動者も含め確認をしましたが、訪問を受け対応した事実はありま

せん」との回答でありました。 

 冒頭、入江議員は私に対して「嘘をつかないでください」という趣旨を述べられました。私を

含めた職員は、市民に対しても、また市民を代表する議員の皆様の御意見、御要望に対しても、

それを真摯に捉え、全力で誠意を持って対応していると自負をしております。議会という場にお
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いて、またテレビ放送があることで、市民も家庭や職場において議会を注視している中で、事実

に反する発言がありましたことは非常に悲しいものだと思います。入江議員には猛省をお願いを

いたします。 

 対馬いづはら病院跡利用につきましては、市民の皆様が思い描く形にすることは多くの困難が

あるのは事実でありますが、一つ一つを丁寧に処理しながら現在全力を傾注し取り組んでおりま

す。議員各位におかれましてもお力添えを賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．入江有紀君に対する懲罰の件 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、入江有紀君に対する懲罰の件を議題とします。 

 地方自治法第１７条の規定によって、入江有紀君の退場を求めます。 

〔３番 入江 有紀君 退場〕 

○議長（堀江 政武君）  提出者の説明を求めます。１７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  おはようございます。 

 対馬市議会議長、堀江政武様。発議者、対馬市議会議員、大部初幸。賛成者、対馬市議会議員、

小川廣康、同、脇本啓喜、同、小田昭人。 

 議員、入江有紀君に対する懲罰動議。次の理由により議員、入江有紀君に懲罰を科されたいの

で、地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１６０条第１項の規定により動議を提出します。 

 理由。議員、入江有紀君は、平成２６年６月１２日の第２回定例会の一般質問における発言中、

事実と異なる不穏当発言をし、議会の品位を失墜させたため。 

 入江議員に対する懲罰動議の提案理由を申し上げます。 

 先ほどの市長のお話のとおり、入江議員は今定例会の一般質問において、議員としてあるまじ

き発言を繰り返しました。このことは議会の品位を失墜させるばかりでなく、重大な市民への裏

切り行為でもあります。選挙で選ばれた議員の一言一句は市民の意思であり、議員が行う質問は

市民の声を代弁するものです。市民の意思を無視し、自身の思い込みのままに神聖な議場におい

て数々の事実と異なる発言は、到底許されるものではありません。議員としての自覚に欠けるも

のです。 

 さらに、この発言により、長崎県の医療政策課並びに病院企業団には大変な御迷惑をかけるこ

とになったと推測をされます。今回の入江議員の言動は、対馬市議会の名を大いに辱めるもので、

会議規則第１５１条に定める品位の尊重に著しく違反をしております。よって、ここに地方自治

法第１３５条第２項及び会議規則第１６０条第１項の規定により、入江議員に対する懲罰動議を

提出するものであります。よろしくお願いします。 
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○議長（堀江 政武君）  次に、入江有紀君から本件について一身上の弁明をしたいとの申し出が

あります。 

 お諮りします。これを許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。入江有紀君の一身上の弁明を許すことに決定いた

しました。 

 入江有紀君の入場を許します。 

〔３番 入江 有紀君 入場〕 

○議長（堀江 政武君）  入江有紀君に一身上の弁明を許します。登壇して弁明を行ってください。

入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  おはようございます。 

 弁明書、不当な懲罰動議。 

 （１）私の平成２６年６月１２日の第２回定例会の一般質問における発言において、事実と異

なる不穏当発言をしたとして懲罰動議が提出されておりますが、私の質問は事実に基づく質問で

あり、いづはら病院跡地利用に関する市民の医療に関する重要な問題であり、妥当な質問です。

本懲罰動議は、いづはら病院跡地利用についての市の方針を隠ぺいすることになるものであり、

不当な懲罰動議である。 

 （２）私の質問のうち、次の２点が懲罰動議とされているようですが、同質問が事実に基づく

重要な質問であることを説明いたします。①病院企業団としては、対馬市の市長さんがいづはら

病院跡地にケアミックス型の病院施設を残すと発言されているが、そういう話がなく、病院企業

団も困っていること。②いづはら病院跡地利用について、県から対馬市に対して要望が上がって

きているが、県から対馬市に要望していることに対して、市から回答していないのではないか。

私の３月の一般質問に県からの返事は来てないと答えたが、１２月には県から返事が来ていたの

ではないか。 

 ２、病院企業団の困惑。病院企業団が困惑していることは、病院企業団の３月の定例会の議事

録からも明らかにわかりますように、米倉企業長が大浦議員の質問に対して「対馬いづはら病院

の跡地利用の件で、私も大浦議員と同じ心配をしております。対馬市としては、いづはら病院を

空にして明け渡してくれればいいというだけのことしか入ってきてないし、跡地利用の提言をお

願いされるということが一切ないわけですね。私が非常に心配しているのは、厳原からいづはら

病院の機能がゼロになるということは、厳原町民に非常に御迷惑をおかけするのではないかとい

うことは、私の心の中で非常に心配している状況です」と発言しているように、いづはら病院の

跡地利用の件で、病院施設を残すとかの話が入ってこず、非常に心配していると米倉企業長が述
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べているのです。同企業長は企業団病院の運営に関わる重要人物であり、いづはら病院の跡地に

病院施設を残すなら、病院企業団にも同方向の話があるはずであるが、そのような話がないのは、

病院施設を残すという話の具体性がないのではないかと考えられ、同質問は、私が何回か県に出

向き、企業団議員である山田県議より資料とともに確認した事実である。したがって、事実に基

づく非常に重要な質問である。病院企業団の会議に基づき、山田県議にも問題だと指摘を受けた

事実に関する質問です。私は県に何回か行って確認したと述べておりますが、長崎県病院企業団

に行ったとは述べておりません。いずれにしても、病院企業団のほうへいづはら病院跡地に関し

て何ら話が行ってないのは事実であり、同事実に基づく質問に対して真摯に答弁してください。 

 第３に、対馬市と長崎県の交渉。①平成２５年１２月１８日、対馬市いづはら病院の跡地利用

に関して、平成２４年１２月１９日設置された跡地利用検討委員会は、医療施設と介護施設を併

設した施設が必要であり、早急に整備されたいとの提言書を対馬市長に提出。②平成２５年８月

２１日、厳原区長会から山田県議を通じて既存病床数の確保を要望する要望書を県に提出。③平

成２５年８月３０日、対馬市から県へ、いづはら病院跡地に病院と老人保健施設を併設したケア

ミックス型病院を計画しているが、既存病床数が基準病床数を上回り、整備計画の協議ができな

い状況であるため、離島における医療の特殊事情を加味した基準病床数の算定見直しを要望する

要望書を提出。④平成２５年１２月１８日、対馬市議会の病院機能を併設した介護施設の整備を

強く求める決議。⑤平成２５年１２月２０日、対馬市長及び市議会議長が県に要望。⑥この後、

長崎県医療政策課より、対馬市医療対策室に基準病床数の特例の大臣協議に必要な項目など送付

し、医療病床数が不足する根拠及び不足病床数などを具体的に示していただくよう依頼。⑦平成

２６年２月２１日、県と対馬市医療対策室と協議。⑧平成２６年４月１１日、県と対馬市副市長

の協議。 

 以上の経過からわかるように、県は対馬いづはら病院の跡地利用として病院を開設することに

は、対馬医療圏は既存病床数が基準病床数を上回っているため、新たに病院を開設するためには、

①基準病床数の見直し、または②医療法第３０条の４第７項による特例の扱いのいずれかの手続

をとる必要があり、対馬市には病院の必要性や地域の医療機関との連携など具体的な検討を行っ

た上で県に相談してほしいと回答しているが、検討された内容の報告はないとのことである。す

なわち、平成２５年１２月、県より依頼された医療病床数が不足する根拠及び不足病床数などを

具体的に示すように求められていながら、何ら回答をしていない。統合された新病院が開院しよ

うとしているこの時期に県への回答がなされていないことは、その後の医療審議会や厚生労働大

臣協議に諮る必要があることを考えれば、いづはら病院跡地に病院施設を残す見込みはないし、

対馬市として残す意思があるのか疑わしいと考えられている。 

 したがって、いづはら病院跡地に病院施設を残すことについて県から対馬市に対して要望が上
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がってきているが、１２月に県は依頼している。それに対して回答が来ていない。３月の一般質

問において、県の返事は来てないと答えたが、１２月には県から返事が来ておりました。返事が

来ていたのであるまいかと、質問は全て事実に基づいて、いづはら病院跡地に病院施設を残せる

かどうか、残せないかが明らかになっているのでないかという市民の医療、健康にかかわる重要

な問題であり、私は３月の議会でも基準病床の設定を見直すべきだという要望書を県に出した後、

その返事は県から来たのですかという質問に、市長はたしか来てないと回答でした。私は文書が

来たかどうかと質問したのではありません。市の要望書に対して、県は何か指導など言ってきて

いるのか。基準病床数の設定を見直す問題が進んでいるかを質問しているのです。市長は何もな

いかのように答えていたが、県は昨年の１２月に、口頭であれ医療病床数が不足する根拠及び不

足病床数などを具体的に示すよう依頼し、本年２月２１日のことと思われるが、県と市の担当者

の間で協議において必要な具体的項目をメモにして渡している。それに対して、市は具体的な回

答を県にしていないことが明らかなのです。私は県から何か言ってきてないのかと聞いたり、文

書が来たかどうかと質問しておりません。病院の赤字についても、私は新病院が赤字になった場

合、そのときの赤字負担は県ですか、国ですか、市の負担ではないかと質問したのであり、文書

が来たがどうかという質問はしておりません。県の文書ではなく、ほかの企業団の病院の事例か

らわかることです。私は県の医療政策課に直接行ったことはありません。県に何回も行きました

と言いましたが、病院企業団及び県の医療政策課という言葉は出しておりません。山田県議にお

会いし、県の対応などを確認しております。私は県に行って確認したと述べておりますが、医療

政策課に訪問したとは言っておりません。 

 結論として、私のいづはら病院跡地に病院施設を残せるかどうかの質問は、市民の医療、健康

にかかわる重要な問題であり、各資料による事実に基づく質問です。他人の私生活にわたる言論

でもなく、議題の範囲内のものであるので、議会秩序及び品位を失墜させたものではない。した

がって、懲罰動議に該当するものではなく、同質問に事実に即して回答しないほうが問題である。 

 後に、懲罰動議を出された議員さん方に申し上げます。議員を長くしてあるのですから、懲

罰動議がどういうものかということをもうちょっと勉強されて懲罰動議を出されたほうがいいと

思います。全然このことは懲罰動議に値しません。 

 以上です。もうちょっと勉強されてください。終わります。 

○議長（堀江 政武君）  入江有紀君の弁明が終わりました。入江有紀君の退場を求めます。 

〔３番 入江 有紀君 退場〕 

○議長（堀江 政武君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  今回のこの動議に対しまして、私はちょっと反対の立場で意見を

述べてみたいと思います。 
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 懲罰に科することは、議会が議員に対し懲罰権を有することは、議会の規律と品位を保持する

ために認められたものでありますが、一般的に懲罰の対象となる言動は、地方自治法、会議規則

及び委員会条例に違反した場合であって、自治法の１３４条の１でありますが、地方自治法では、

議場の秩序維持（自治法の１２９条）、議員の注意の喚起（自治法の１３１条）、品位の保持

（自治法の１３２条）、侮辱に対する処置（自治法の１３３条）、欠席議員の懲罰（自治法の

１３７条）。 

 こういうことからして、懲罰は、議員の言動によって議会の秩序が乱れた場合、その回復を図

ることが目的であり、議会内での言動が第一に取り上げなければなりません。もともと民主的な

議会の運営は、議員が自己の信ずるところによって自由活発に発言をし、物事のよしわるしを論

ずる場でなければならないと思われます。 

 これは、長以下の執行機関が議会に対し何ら責任を担っていないからであり、このことから他

の機関からの干渉を一切排除しながら議会運営のよしわるし、その批判は全て住民の信託に答え

ているか否かが問われることになっていると思われます。多数者の言うことが何でも通るという、

いわゆる多数の横暴「集団化した一部の専制化」になりかねない危険が含まれていると思われま

す。 

 このことから、今回の懲罰動議は、私は懲罰の対象とはならないと思います。もし、この動議

が可決された場合、懲罰委員会が設置され何らかの決議がされた場合、今後の議会運営に禍根を

残すと思われます。 

 我々議員が議場の場で理事者側に対し一般質問をする場合、言葉に配慮しながら質問しなけれ

ばならず、我々議員の特権である議会の場での議論が制約されるおそれがあると思われます。今

回の懲罰動議は理事者側擁護の動議だと思われますので、懲罰動議には反対するものであります。 

 なお、議長にお願いをいたします。休憩をとっていただき、議会運営委員会を再度招集してい

ただき、再度検討されることを要望をいたします。 

○議長（堀江 政武君）  議会運営委員会の要請があっておりますので、休憩をして、議会運営委

員会を開いていただきます。暫時休憩します。議会運営委員会を開いてください。 

午前10時33分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時34分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 先ほど議運を招集していただくことを申し上げましたけれども、質疑者がありますので、質疑

にお答えをしていただきたいと思います。１７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  先ほどの４番、船越議員に対して反論がありますので、私は議
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会運営委員と委員長という形で回答させていただきます。 

 私たち懲罰動議を発するに関しましては、先ほど私が申し上げ書を述べたとおりに、先ほども

入江議員さんは「企業団には行ってない、県のほうにも行ってない」というような、はっきり言

ってうその答弁をされたわけです。そういう中で、私たちはやはり市民の代表議員ですから、う

そをそのまま議会で認めるわけにはいきません。今、実際に入江議員が一般質問に対して見られ

た市民はうそとは正直思っておりませんので、ある職員のほうにも何たることかと、ちゃんと書

類は来とるにお前たちの不手際じゃないかというような誤解もあってます。市民がこういう路頭

に迷うようなうその答弁をされたということが、はっきり私たちの手元には出てきております。

市長もさっき答弁されたとおり、私たちは公文書が来ましたから、公文書に基づいて審査したわ

けです、議会運営委員会は。公文書を疑って議会は運営できません。それだけのことです。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。１３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  提案者に質問をさせていただきます。 

 この懲罰というのは、基本的には、船越議員も言っておったように、理事者に対してのものは

基本的にはこれは値しないというのが一般的な認識です。しかし、その中において、この発言の

内容を、これは企業団に対して、この文章なんですけれど、この文面がはっきりとしなければと

いうのが、先ほど入江議員の弁明の中においては、私は発言をしていないというような話されま

したので、しかし、市長が米倉企業長に出されたこの文面の発言内容としては、入江議員が企業

団を訪問しと、入江議員がですね、というふうな話であって、また、入江さんはそれじゃないと

いう話をされますよね。議場では発言を正しくするためにテープなんかとっておりますけども、

そのテープの照合は当然されたと思うんですけども、その辺の照合をされたのか、されなかった

のかということ、大事なポイントですからですね。それが一つと。 

 先ほど言われるように、うそをついたらいかんとですよ。こういうふうな形が、うそかどうか

わかりませんけど、うそをついたらいけない。そして、先ほど言ってあるように、議員たる者が

うそをついたらいけないということですよ。先の本議会においては、市長はやめると言いながら、

３日後には取り消した。このような類を見ないうそもあるわけですよ。それで、先ほどのこれが

正しいのかどうかテープで確認をしていただきたいと思います。大事なポイントですから。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  まず、１点目の照合をしたかということですが、先ほどから私

が船越議員の反対論にも答弁したとおり、私たちは公文書をいただいております。公文書を疑っ

て議会運営委員会にしても、全ての議会は審議はできません。疑う公文書を誰が審議する人がお

りますか。議会ですよ。もう少し、小宮議員、そこを重視してください。 
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 それと、入江議員が企業団を訪問し直接企業長にお会いした。これはないというような話です

けども、本人は皆さんがお聞きのとおり、演壇で「私は企業団に４回、県に８回」というところ

で、手のジェスチャーというんですかね。それまでして言われたわけですから、全ての議員もみ

んな聞いてるし、もちろんテープも入ってますよ。その疑いはかけておりません。 

 それから、２点目の市長の発言は、やめるやめないは、私たちには一切関係ありませんので、

コメントはいたしません。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  ２番目については、関係ないことを言ったわけですが、そうい

うふうな、渕上議員も言っておられましたけれども、（発言する者あり）うそつきは何とかと言

いますが、そのような類もないうそもあったということを申し上げただけでございます。 

 それと、先ほどの企業長の話なんですが、というのは、普通の人ならいいけども、相手が企業

長癩癩大きい組織のトップなんですよ。そういう方に対しての議会での発言というのは、先ほど

基本的な問題も申しましたけども、それを省くことも可能かと思うんですよ。要するに、私が聞

いておった範囲では、医療政策課には本人が行ったという話はしておるように記憶しております。

しかし、この企業団については、私がというふうな発言はなかったような気がするんですね。 

 それで申し上げたいのは、テープで確認をすればその流れがはっきりとし、言われるように、

公文書というのは何人かが確認をして、そして活字としてうたって公の場に出るもんなんですよ。

だからテープでそういう発言があったと、こういうふうなですね、あったということであれば、

大きい組織に対するうそということですから、これは言われるように１３４条の懲罰の理由に値

するかと思いますけども、真意がはっきりしない状態では難しいかとは思いますが、テープで聞

く作業はすぐできますので、はっきりと確認されんと、懲罰ということですから、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  小宮議員ですけども、この前の一般質問は皆さん一緒にお聞き

してると思うんですよ。言われたことが、入江議員が「企業団を私は訪問した」と。「訪問をし、

直接企業長にお会いしたとき、企業長は対馬市長が政治的に発言をしているだけですから、信用

しないでください」。これは皆さんお聞きしたと思います。「信用しないで下さい」という言葉

まで言いました。また「企業団は迷惑をしている」という入江議員の発言も、皆さんお聞きのと

おりだと思います。その 後のほうに「潔くやめなさい」という締めくくりで終わったと思いま

す。 

 私たちは、先ほどから言いますように、議会運営を開くからには、このような、先ほど何回も

繰り返しますように、公文書を疑うことはしません。もちろんテープも確認はしておりませんけ
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ども、万が一これがうそということになれば大変なことになりますから、それはないと思います。

公文書ですから、信じて審議をいたしております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  公文書で市長が米倉企業長に出しておられるんですよね。人間

というのは、言葉一文字でその表現が非常に変わったりするわけですよ。私がなぜ念を押すかと

いうと、議員の身分に対する懲罰ですから、その発言の趣意は、根拠というのはテープにあるわ

けですから、そのテープで確認をされたらどうですかと。確認をすることによって確立ができる

わけですから、その辺の作業はわずか５分か１０分でできるわけですから、その辺の作業をして

いただいて、後で議運を図るということですけれども、そういうふうな中においても（「それは

訂正しております」と呼ぶ者あり）、というお話のようにありましたから、その中においてもや

はり検証するべきだと思います。そして、それがうそだということは、これは議員としてあるま

じき行為ですよ。これでいいんじゃないですかね。１３４条で。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  もう一回。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  小宮議員が言われるように、人間の言葉というのは語尾で言葉

が命令文になったり、また依頼の言葉に変わることは私もわかります。そういう中、対馬市も言

葉やなくて文書で取り交わしておられます。長崎県病院企業団企業長、米倉、これ、ショウダイ

と読むんですかね。正しいに大きい、様、対馬市長、財部能成でいってます。発言内容が、入江

議員が、先ほど言ったように企業団を訪問したかと。私のさっきの答弁のとおりに文章でいって

おりますので、言葉とは違いますから聞き違い、言い違いは私はないと確信をいたしております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  企業団議員として私、この発言を非常に重大と思い、一般質問

が終わった後すぐ企業団側に、総務部長の安永氏に連絡とりました。 

 確かに、今おっしゃるとおり、入江議員は一度も企業団に出向いたことはないという事実を確

認いたしまして、私は入江議員に「あなたはどこからあの話が出たんですか」というふうなこと

を、実は問いかけました。それと議会の場で米倉企業長が迷惑だというふうな発言は一度もあっ

ておりません。ここで、どこから出た話ですか、これが。非常に大事な発言ですから。そうしま

すと、「山田県議から自分はその内情を全て聞き及んで、それをもとに発言しました」というこ

とを言われたもんですから、「あなた、なぜそのことを一般質問の場で、議場でそのことを言わ

んのですか」と、「皆さん、そう思っておりませんよ」と。「私もそう思っていませんよ」とい

うことがございました。この動議を出す前に、もう少しその辺の出もとを話し合いの中でチェッ



- 170 - 

クするべきであったかもしれんなというふうな今思いがしております。 

 ひっかかってくるのは、山田県議に企業長はそう言うたかもしれません。そこを私はあんまり

問いたくないんですけども、そこから出てきたような話ということで、今回に病院企業団の問題

については上がっております。 

 ですから、いろいろな調査があった場合には、その辺のことを含めて、非常に重大な発言にな

ってくるのは事実でございます。一応、参考にしていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。 

午前10時48分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時49分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 お諮りします。懲罰の議決については、会議規則第１６１条の規定によって委員会への付託を

省略することができないとされています。本件については、７人で構成する懲罰特別委員会を設

置し、これに付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は懲罰特別委員会を設置し、これに付託する

ことに決定いたしました。 

 議事運営の都合により、暫時休憩します。全員協議会を議員控室において開催しますので、お

集まりください。 

午前10時50分協議会 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時10分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 お諮りします。懲罰特別委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、配付

しております名簿のとおり指定したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。懲罰特別委員は名簿のとおり選任することに決定
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しました。 

 懲罰特別委員会の正副委員長互選のため、懲罰特別委員会を小会議室に招集いたします。 

 暫時休憩します。決まり次第再開します。 

午前11時10分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔懲罰特別委員会正副委員長互選〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時29分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 懲罰特別委員会の正副委員長が決定しましたので報告します。 

 委員長に上野洋次郎君、副委員長に大浦孝司君が選任されております。 

 これより懲罰特別委員会を開催願います。 

 暫時休憩します。合わせて昼食休憩とします。再開は後刻お伝えします。 

午前11時31分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時43分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 入江有紀君に対する懲罰の動議について、懲罰特別委員会の報告を求めます。懲罰特別委員長、

上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  懲罰特別委員会審査報告書。 

 本日、大部初幸議員ほか３名から入江有紀議員に対する懲罰動議が提出され、これに伴い、委

員会条例第７条第１項の規定により懲罰特別委員会が設置されたところであります。当委員会は

本日直ちに委員会を開催しましたので、その審査の内容について会議規則第１１０条の規定によ

り報告をいたします。 

 本件は、入江議員が平成２６年６月１２日の自身の一般質問中、事実と異なる不穏当発言を繰

り返し、議会の品位を失墜させたため、地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１６０条第

１項の規定に基づき、入江議員に対する懲罰を要求されたものであります。 

 今回の入江議員の言動は、議会の品位を欠くものであります。選挙で選ばれた議員の一言一句

は市民の意思であり、議員が行う質問は市民の声を代弁するものであります。自身の思い込みの

ままに、神聖な議場において数々の事実と異なる発言は到底許されるものではありません。議員

としての自覚に欠けるものです。 

 さらに、この発言により、長崎県病院企業団並びに医療政策課には大変な御迷惑をかけること
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になったと推測されます。 

 今回の入江議員の言動は、対馬市議会の名を大いに辱めるもので、会議規則第１５１条に定め

る品位の尊重に著しく違反しております。 

 よって、本委員会は入江議員に対し、別紙戒告文のとおり戒告処分とすることに決定しました。 

 以上で、懲罰特別委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件について、委員長報告は委員会起草による戒告文により入江有紀君に戒告の懲罰を科すこ

とです。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。入江有紀君に戒告の懲罰を科すことは可決されました。 

 入江有紀君の入場を求めます。 

〔３番 入江 有紀君 入場〕 

○議長（堀江 政武君）  ただいまの議決に基づいて、これから入江有紀君に懲罰の宣告を行いま

す。 

 入江有紀君に懲罰を科します。これから戒告文を朗読します。入江有紀君の起立を命じます。 

 戒告文。入江有紀議員は、６月１２日の会議において、対馬いづはら病院跡地利用について発

言中、事実と異なる不穏当な発言をし、議会の対面を汚したことは、議員の職分に鑑みまことに

遺憾である。したがって、地方自治法第１３５条第１項第１号の規定により戒告する。平成

２６年６月１９日、対馬市議会議長、堀江政武。 

 続きまして、入江有紀君から発言の申し出があっております。これを許可します。入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  私、入江有紀は、第２回定例会の一般質問において、あまりにも

対馬市民のことを思うがゆえに感情が高ぶって事実と異なる発言をし、対馬市民及び関係機関に

御迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。 

 今後につきましては、このようなことがないよう十分に留意して、議員活動に邁進いたしたい

と思います。皆様の御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  これをもちまして、懲罰特別委員会は終結とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第２．議案第５６号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 本件は各常任委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員長の審査報告を求めます。総

務文教常任委員長、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  それでは、総務文教常任委員会の審査報告並びに経過について

報告を申し上げます。 

 平成２６年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付

託されました議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）、歳入は所管委員

会に係る歳入、歳出は２款総務費、９款消防費、１０款教育費、１３款諸支出金について、その

審査の経過と結果を同規則第１１０条の規定により報告をいたします。 

 本委員会に係る歳入は、１０款地方交付税で、普通交付税の追加、１４款国庫支出金で、離島

活性化交付金及び社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加、１５款県支出金で、緊急

雇用創出事業臨時特例基金事業交付金の追加、１８款繰入金で、振興基金繰入金の減が主な補正

であります。 

 歳出については、２款総務費で、ケーブルテレビ関連の修繕料追加、対馬国境花火大会開催事

業、マイナンバー制度対応システム整備事業等による増額であります。９款消防費では、災害用

備品として毛布を備蓄するための追加であります。１０款教育費では、学校の耐震補強工事、太

陽光発電設備設置工事が平成２５年度の補正予算に振り替わったため、今回減額するものです。 

 当委員会において、特に質疑、意見が集中した点について御報告申し上げます。 

 対馬国境花火大会開催事業については、昨年度の実証事業では対馬も釜山もあいにくの雨で、

釜山からは目視できなかった。また、対馬においても全体的に見えたのは鰐浦区域内に限定され

た。このような実証結果にもかかわらず、今年度本事業を実施することに一部異論が出されまし

た。 

 質疑の中で、開催場所について、多くの観光客並びに市民を集客でき、さまざまなイベントが

開催可能な場所に変更すべきではないかとの質疑に対し、台船からの打ち上げなので釜山にも近

く、また島内からも幅広く見え、イベント会場としての適地を実行委員会と協議しながら決定し

たい旨の回答がありました。 

 本事業は、いろんな意味で国境への関心が高まっているこの時期に、国境の島、対馬を国内外

にＰＲするため、離島活性化交付金を活用した事業であり、花火を打ち上げるだけでなく、愛Ｂ

リーグ対馬支部加盟団体とミニＢ癩１グランプリ同時開催、各種ツアーの呼び込み等が計画され

ています。 
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 本事業の開催により、情報を発信し、さまざまなメディアにより対馬の認知度を拡大しようと

するものであります。委員からも、長崎県離島振興協議会がメディアを利用し県内の国境離島を

全国に情報発信するキャンペーンが計画されているので、それらと連携し対馬の認知度を上げる

よう要望もありました。 

 また、本予算の中で、流入人口拡大のための各種イベントについても、さらに検討するように

との意見も出されました。 

 以上、議案第５６号につきましては、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

 なお、本議案の審査において、会議規則第１０８条の規定により少数意見の留保が行使され、

委員長経由で少数意見報告書が議長あてに提出されていることを申し添えます。 

 以上で、総務文教常任委員会の審査報告といたします。議員各位の御賛同賜りますよう、よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  厚生常任委員長、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  平成２６年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条

の規定により本委員会に付託されました案件は、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補

正予算（第１号）、歳入は所管委員会に係る歳入、歳出は３款民生費の１議案のみです。その審

査の経過と結果を同規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 まず、福祉課所管部分については、生活保護世帯に係る未熟児に対する未熟児養育医療費を生

活保護分から一般分に変更したことに伴う国費、県費の追加、及び消費税引き上げに際し所得の

低い方の負担を緩和するための臨時福祉給付金の経費追加に伴う国費の追加が主なものです。 

 次に、こども未来課所管部分については、消費税引き上げに際し、子育て世帯の負担を緩和す

るための、子育て世帯臨時特例給付金の振込手数料に係る給付事業費補助金の追加及び子育て支

援新制度システム改修に伴う安心こども基金事業補助金の増が主なものです。 

 続いて、保護課所管部分については、生活保護システム改修委託料の増が主なものです。 

 福祉課所管の臨時福祉給付金の市民への周知から給付までの流れに質疑が集中しました。市民

の皆様には、市報５月号に折り込まれましたこのリーフレットにより、子育て世帯臨時給付金と

ともに周知されています。また、対象者である住民税非課税世帯を絞り込みピンポイントでお知

らせすることはシステム上可能ですが、個人情報保護の観点から認められず、全世帯へ向け通知

せざるを得ないとのことです。対象者からの申請がなければ給付に至りませんので、担当課長よ

りケーブルテレビ等の活用を始め周知の徹底を図りたいとの説明がありました。なお、申請時期

は７月１日から９月３０日までとなっておりますので、対象の市民の皆様には申請をお忘れにな

らないよう御案内申し上げます。 
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 以上、本委員会に付託されました議案第５６号について、慎重に審査し採決した結果、賛成多

数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で厚生常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  次に、産業建設常任委員長、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  それでは、産業建設常任委員会の審査の経過と結果を報告いたし

ます。 

 平成２６年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により本委員会に付託

されました案件は、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）、歳入は所

管委員会に係る歳入、歳出は６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費であります。その審査

の経過と結果を同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）の本委員会に係る歳入では、

１４款国庫支出金において、漁港整備事業補助金及び社会資本整備総合交付金の減額、１５款県

支出金において、森林整備加速化森林再生事業補助金、水産物供給基盤機能保全事業補助金、消

費者行政活性化補助金及び住宅性能向上リフォーム支援事業補助金の増額、２１款市債において、

漁港整備事業債及び港湾整備事業債の減額などが主な補正であります。 

 歳出の主な事業として、６款農林水産業費で、森林施業プランナー養成事業委託料、対馬しい

たけ後継者・選別作業員育成及び新商品開発事業委託料、しいたけ生産推進補助金、新需要創出

支援事業補助金及び塩浜漁港ほか５漁港整備に伴う測量調査、設計委託料などの増額、森林経営

計画策定推進事業委託料及び阿連漁港ほか４漁港整備工事の減額など、７款商工費で、長崎県か

ら消費者行政活性化補助金の交付決定に伴う財源内訳の変更及び韓国展望所双眼鏡購入による増

額など、８款土木費で、道路維持補修工事、上見坂線道路舗装補修工事及び住宅性能向上リフ

ォーム支援事業補助金の増額、久田日掛線道路改良工事及び比田勝港国際ターミナル建設工事の

減額などが主な補正であります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第５６号につきましては、慎重に審査し、採決の結果、

賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で産業建設常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。 

 次に、議案第５６号に対し、大浦孝司君ほか１名から配付のとおり、会議規則第１０８条第

２項の規定により少数意見報告書及び会議規則第１７条の規定により修正の動議が提出されてい

ます。したがって、これを議案第５６号とあわせて議題とします。 

 提出者の説明を求めます。１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  少数意見の報告を行います。 
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 平成２６年６月１８日、対馬市議会議長、堀江政武様。総務文教常任委員、大浦孝司。賛成者、

小島德重。 

 少数意見報告書。平成２６年６月１３日の総務文教常任委員会において、留保した少数意見を

会議規則第１０８条第２項の規定により次のとおり報告いたします。 

 記。一つ、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）。 

 二つ、意見の要旨。議案第５６号、一般会計補正予算（第１号）のうち、総務文教常任委員会

に審査付託された案件中、２款総務費１項総務管理費７目企画費に係る２０１４対馬国境花火大

会１,９８０万３,０００円の予算計上については、次の理由により予算の修正を求めるものであ

ります。 

 まず、３月１日に行われた市制１０周年記念行事と並行して、１０月に釜山で開催される世界

花火大会と競演する目的で実証事業が行われました。 

 その内訳は、鰐浦より９００発の花火を打ち上げと同時に、５１０万円の予算が消化されたも

のであります。このポイントは、韓国側から花火が見えるかであります。このことについて、成

果報告は次のとおりであります。韓国側からは残念ながら確認できなかった。当日小雨が降り、

これにより見えなかったのではなかろうかと報告されています。しかし、晴天での確認もなされ

たわけでもありません。 

 なお、実証事業の予算要求説明では、本１０月には大型観光客船（日本丸級）を東京方面から

出港させ、各観光上陸地を経由し、世界花火大会（釜山）を目玉として企画する。その前日、対

馬（上対馬町）へ上陸、対馬側はイベントの開催または物産展を繰り広げ、夜花火を打ち上げる

内容でありました。６００人前後の国内観光客が見込める内容であり、私個人はこれを了としま

したが、今定例会の説明ではクルーズ船の計画はないとのことであります。 

 本計画の目的は、韓国観光客及び国内観光客の流入をさらに促進し、交流人口の拡大を図ると

されていますが、一昨年は、韓国からの観光客の流入は１５万人を超え、さらに昨年は１８万人

を突破しておりますが、その半数以上の客は日帰り客となっています。その中身を分析しますと、

平成２３年より釜山癩対馬間の国際航路に３つの船会社が参入したことが大きな要因と思われま

す。圧倒的に宿泊施設の少ない対馬の実情とアンバランスな形となっており、日帰り旅行プラン

を組まざるを得ないのであります。対馬観光の受け入れ施設については以前からの課題でありま

したが、いまだ前に進んでおらず、将来の展望は見えないところであります。特に北部対馬は宿

泊施設は少なく、せっかくの比田勝港より上陸後、大勢の観光客は大型バスにより厳原方面へ流

れているのが実情であります。 

 対馬島民から見れば、このたびの花火大会に対し今何をなすべきか、行政主導とはいかにある

べきかという批判の声も多数出ているようでございます。 
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 後でありますが、このたびの計画に対する財源でありますが、国庫支出金９９０万１,０００円

は離島活性化交付金を充当する。残りは市債７９０万円、それと一般財源の２００万２,０００円

で、半分は国の金と強調していますが、私はこれは大きな考えの誤りであると思います。北部対

馬の振興は、対馬市としても 重要課題であることは承知しております。もっと実のあるプロジ

ェクトを進めることを指摘して、予算の修正を求めるものであります。 

 続きまして、予算に対する修正動議を読み上げます。 

 平成２６年６月１８日、対馬市議会議長、堀江政武様。提出者、対馬市議会議員、大浦孝司。

賛成者、対馬市議会議員、小島德重。 

 議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）に対する修正動議。上記の動

議を地方自治法第１１５条の３の規定により、別紙の修正案を添えて提出します。別紙でござい

ますが、中身の概容を簡単に説明いたします。 

 第１表の、まず収入の部分でございますが、地方交付税、これが一般財源として２００万

２,０００円、これを減額するものでございます。赤い数字が差し引いた金額でございまして、

現計予算がこの金額になっております。 

 それから、国庫支出金、これが離島活性化交付金の９９０万１,０００円が現計予算から差し

引かれた金額がこのような金額でございます。 

 それと、市債、これは過疎債ということで説明を受けておりますが、７９０万の減額。そうし

ますと、歳入合計が１,９８０万３,０００円を差し引くというふうなことになります。 

 同時に歳出の項目ですが、総務管理費の金額総額１,９８０万３,０００円を現計予算から差し

引くというふうなことがこのような金額になります。 

 次に、第３表、地方債の修正につきましては、市債、これは過疎債ということで７９０万の減

額というふうな措置になります。 

 残り、修正に関する説明書の欄がございますが、先ほど申し上げましたとおりの金額がそのま

ま打ち出されております。 

 それと、３枚目の項目にちょっと入らせてもらいます。これは、歳出の細部の節の部分がござ

いますが、報償費の分野で２０万の削減、それから需用費の分で５６万の削減、それから役務費

で２７万６,０００円、委託料が１,８０７万２,０００円、使用料及び手数料が減額の６９万

５,０００円、合計１,９８０万３,０００円ということになっております。 

 お手元の資料がございませんが、修正に至った理由を申し述べます。少数意見の報告と重複し

ておる点もございますが、朗読いたします。 

 対馬市の人口推移と将来推計によりますと、本年５月３１日現在３万３,１９６人であります。

これが、１１年後の２０２５年は２万３,０９０人になります。さらに２６年後の２０４０年に
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は１万３,８８２人になる見込みであります。これは驚くべき数字の変化でありますが、島民と

してお互いにこのことを認識する必要があろうかと思います。 

 片や、国内の地方自治体は、この５０年後、約４分の１は破産に追い込まれ消滅するであろう

との報道番組を聞くところであります。 

 島の人口の推移は、統計学的に割り出したにしても、島に大きな変化がなければ、おおむねそ

の数値に近い結果になるものと予測されます。 

 ここで私が申し上げたいことは、今思い切った政策を打つ必要があろうかと思います。北部対

馬の振興策は、複数の宿泊施設を確保し観光の拠点を創設することにあります。若者が定住でき

る環境づくりが急がれているのであります。 

 釜山市は近代都市として成長を遂げております。人口４００万人を有しており、そして比田勝

港は極めてその優位な位置づけにあり、今後の対応次第ではさらに発展する見込みは十分あると

私は思っております。そのためには、官民の大型投資を促進させる早急な施策を実現させる行政

の役目が問われているところであります。 

 現在、韓国観光客は大勢押し寄せているものにもかかわらず、半数を超える人々は日帰りを余

儀なくされている実態。にもかかわらず、何も変わろうとしない対馬側の対応に私は落胆してい

るところであります。 

 花火を打ち上げることよりも、ただいま指摘した問題に全力を傾注することを申し上げ、修正

動議を行うものであります。議員の皆様の賛同についてよろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから各委員長報告、少数意見報告、修正案に対する一括質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これから討論、採決を行います。 

 まず、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）の原案について討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、修正案に対して討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 まず、本件に対する大浦孝司君ほか１名から提出されております修正案について、起立によっ

て採決します。本修正案について賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（堀江 政武君）  起立少数です。修正案は否決されました。 

 次に、原案について採決します。本件に対する各委員長の審査報告はいずれも可決であります。

本件は委員長の審査報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議員派遣について 

○議長（堀江 政武君）  日程第３、議員派遣についてを議題とします。 

 議員派遣につきましては、お手元に配付しておりますとおり、長崎県市議会議長会主催の市議

会議員研修会出席のための議員派遣であります。 

 お諮りします。議員派遣につきましては、配付のとおり派遣することにしたいと思います。御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがって、配付しておりますとおり派遣するこ

とに決定しました。 

 お諮りします。本会議における議決の結果、条項、字句、数字、その他において整理を要する

ものがある場合、その整理権を会議規則第４３条の規定によって議長に委任願います。御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがって、整理権は議長に委任することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 市長より挨拶の申し出があっておりますので、これを受けます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会におきましては、６月１０日から１０日間にわたり慎重に御審議いただき、御礼を申

し上げます。 

 本定例会にて議決いただきました案件につきましては、適正な事務処理に努め、速やかに対処

をしてまいります。 

 また、今定例会における議員皆様からの貴重な御意見につきましては、市政に反映させるべく

取り組んでまいる所存です。今後とも議員皆様の御指導、御協力よろしくお願い申し上げます。 

 次に、３件御報告を申し上げます。 
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 まず１件目ですが、平成２５年度対馬市一般会計補正予算の専決処分及び当該処置の不承認に

伴う措置について御報告させていただきます。 

 毎年、年度末になりますと、各種交付金、補助金、事務費、事業費が確定し、それにより緊急

に予算措置をする必要性が生じているところです。 

 しかしながら、年度末で議会を招集する時間的余裕がないため、従前に習い、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、予算の専決処分を行ってきました。平成２５年度対馬市一般会計

補正予算（第８号）についても、市政運営への影響を考慮し、やむなく２６年３月３１日に専決

処分を行いました。 

 専決処分につきましては、地方自治法第９６条の規定をはじめとする議会に属する権限を、同

法第１７９条第１項及び１８０条第１項の規定に基づく場合にのみ、長が代わって行使すること

を許容した例外的制度であります。 

 この専決処分の措置については、地方自治法の規定に基づき、平成２６年第２回定例会に承認

第１号として報告し承認を求めましたが、議員の皆様は御承知のとおり、不承認となりました。

この場合においては、予算執行上においては専決処分の効力に影響はございません。 

 しかし、平成２４年９月に地方自治法の一部改正があり、同法１７９条に新たに第４項として

「承認を求める議案が否決されたときには、普通公共団体の長は速やかに当該処置に関し必要と

認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない」との規定が追加されて

おります。このことは、不承認の結果については自治体の長が政治的責任を負い、専決処分の効

力そのものには影響はないと解しております。特に、４項中の必要と認める措置とは、特定の措

置に限定されるものではなく、長が議会や市民に対し専決処分の考え方について説明責任を果た

す観点から必要な対応を行うことも含まれることから、今回必要な措置として、専決処分の経緯

と不承認について市民の皆様に対馬市広告及び今月末に予定されている定例記者会見で御報告を

させていただきます。 

 不承認後の必要な措置については以上ですが、政治的責任の取り方については地上自治法にお

いて明文化されておりませんので、明らかになった時点にというふうに考えております。 

 今回の専決処分の不承認という結果を重く受けとめ、対馬市発展のために、これまで以上に粉

骨砕身努力していく所存であります。 

 ２件目は、朝鮮通信使のユネスコ記憶遺産登録推進事業についてでございます。 

 朝鮮通信使の関係資料をユネスコ記憶遺産に登録する事業につきましては、平成２６年３月定

例会において、平成２６年度当初予算に計上し説明しておりましたが、対馬市が中心的立場を担

っております朝鮮通信使縁地連絡協議会が、日本側の民間団体として計画に沿って進められてお

り、去る５月２１日に、朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産日本推進部会が５つの自治体により構成さ
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れ発足しております。来る６月２３日には、諮問機関である朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産日本学

術委員会を設立することとなっております。 

 今後は、韓国側の民間団体、釜山文化財団及びその推進委員会及び学術委員会と合同会議を開

催し、意思疎通を図りながら、２年後の平成２８年の３月にユネスコに申請できるよう事業を進

めていく予定となっております。 

 ３点目でございますが、昨年より本市は国内の１２の大学と連携し、実行委員会を組織し、持

続可能な社会づくりをビジョンに掲げ、島内各地域が抱えるさまざまな課題に対し、大学生や大

学教員の熱い思いやエネルギーをお借りし、地域、市民、大学、企業、行政が一体となり、調査

研究を推進しております。対馬の新たな価値創造と持続可能な産業創出を目指すため、７月以降

から１００名以上の学生が地域に入ってまいりますので、市民の皆様、議会議員の皆様の御理解

をよろしくお願いいたします。 

 以上、３件報告でございます。 

 後になりますが、皆様の御健勝とますますの御活躍を祈念申し上げて、閉会の挨拶といたし

ます。ありがとうございました。 

 また、現在、国の方に申請をしている案件等がございます。それらが一つの方向が見えますと、

臨時議会等を７月になって開催のお願いをすることもあろうかと思いますので、その節はよろし

くお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 平成２６年の第２回定例会は、議案全般にわたり熱心に御審議いただきまして、ここに滞りな

く閉会の運びとなりました。議員各位はもとより、市長以下、市幹部の方々の御協力に対し、心

から御礼を申し上げます。 

 また、審議の中で出ました貴重な意見や指摘事項等につきましては、今後の行政運営に生かさ

れることを期待いたします。 

 皆様方の御健勝と御多幸を祈念し、閉会の挨拶といたします。 

 会議を閉じます。平成２６年第２回対馬市議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

午後３時30分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                  旧 議 長 作元 義文 

                  新 議 長 堀江 政武 

                  副 議 長 山本 輝昭 

                  署名議員 大部 初幸 

                  署名議員 兵頭  栄 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                  旧 議 長 

                  新 議 長 

                  副 議 長 

                  署名議員 

                  署名議員 
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